フォーム I.10

プロジェクト活動一時停止の通知書

 (投資法第47条第1項)

ベトナム社会主義共和国
独立・自由・幸福


プロジェクト活動一時停止の通知書

(投資登録機関の名称) 御中
I. 投資家

1. 第一の投資家: 

a) 投資家が個人の場合:

氏名: ……………………….  性別: 


生年月日: …….../
/
…………. 国籍: 
……………………

b) 投資家が企業/組織の場合:

企業名/組織名: .................................................................................

番号/経営登録証明書/投資登録証明書/投資証明書/投資許可書/設立決定書: ..............

発給日: ............................................... 発給機関: .....................................

2. 第二の投資家：（第一投資家と同様に情報を記載する。)):

II. 設立予定の経済組織に関する情報

1. 経済組織の名称: ………………….
2. 企業コード/投資登録証明書の番号/設立決定書の番号: ……… 発給機関……………、 初回発給日: ………………………

III. プロジェクトの実施及び政府に対して金融債務の実施の状況

1. プロジェクトの実施状況

1.1. 行政手続きの実施 (実施した／実施しない手続きの明記)::
1.2. プロジェクトの進捗状況(たくさんの段階があるプロジェクトの場合に、各段階の明記): 

- - 出資進捗 及び資本金動員:

- 工事の進捗と工事使用状況（ある場合）:

-活動目標の実施進捗:

2.金融債務の実施
- 既に支払われた税金、手数料、土地の賃貸:..................................................

-延滞税金、手数料、土地の賃貸（ある場合）:....................................

-他の関係者の金融債務（ある場合）: 労働者の賃金、第三者に支払われる費用、.........

IV. プロジェクト活動一時停止の内容

..................番号の投資登録証明書/投資証明書/投資許可書/経営許可書を発給された (プロジェクト名)............................ 投資プロジェクト実施の進捗延期を次のように申請する。 

1. 進度延期の詳細な内容 (進度延期申請の各内容の明記、例えば： 投資金額の進捗状況、工事と工事使用の進捗 、投資プロジェクトの活動目標の実施進捗…)

2. 進度延期の時間:

3. 進度延期の理由について説明:

4. プロジェクトの実施を継続する予定:

-資本拠出の計画: 

-プロジェクトとプロジェクト使用の進捗: 

V. 投資家は以下のように誓約する。:

1. 申請書類及び添付書類の内容の正確性及び誠実さに対して完全に責任を負うこと。
2. ベトナムの法規、投資登録証明書を遵守すること. 

V.  添付書類

1.投資方針決定書/投資登録証明書/投資証明書/投資許可書 の写し(外国企業の資料の場合、文書は領事館で合法化されなければならない；外国語の文書は翻訳認可機関によってベトナム語に翻訳されて承認される必要がある); 

2. 投資家の投資プロジェクト活動一時停止について決定書: (投資プロジェクトの活動一時停止に関して委員総会/取締役会/株主総会/合名メンバー/投資家の所有者の決定書及び議事録あるいは法的な書面).
	
	…、…年 …月 …日 

投資家/経済組織
署名、氏名および役職の明記、印鑑押印（ある場合）


